
 

「常時雇用する従業員」とは？ 
 
 

「常時雇用する従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下

の①または②のいずれかに該当する従業員を指します。 
 
   ① 期間の定めなく雇用されている者 
 
   ② 過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れ時から１年以

上引き続き雇用されると見込まれる者（一定の期間を定めて雇用されている者または

日々雇用される者であってその雇用契約期間が反復更新されて、事実上①と同等と認め

られる者） 
 
 
 

 

      お問合せは 
      東京労働局雇用環境・均等部（次世代法担当）まで 
          ☎０３-３５１２-１６１１ 


